
ｍ第行雌万作大作１

の
゜

員
ん
す

り
水
委
さ
ま

日
市
会
な
し

平
１
だ
議
み
い

よ
総
月
し
市
の
願

｀
に
1
1
と
’
民
お

ご
会
を
容
し
市
を

す
議
げ
内
案
・
力

市
上
を
提
す
協

″
″

例
き
と
を
で
ご

定
引
こ
案
中
と

月
金
る
定
議
解

市
９
料
す
改
審
理

’
の
施
金
で
ご

ま
％
実
料
会

｀
一
一
刻
６
ら
道

市
2
3
か

治
均

芒
ｆ

円Ｑ
り

部１四日１Ｅ１
一一ｔ

所
｀
㈹
刷

但‥
屁
‥

市
議
会
に
提
案
・
審
議
中

宇
治
市
の
水
需
要
は
、
人
口
の
急

増
に
伴
な
い
増
加
の
一
途
を
た
ど
つ

市
議
会
九
月
定
例
会
が
十
月
九
日

か
ら
再
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

会
期
は
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
四

十
二
日
間
で
、
十
月
九
日
に
は
島
田

市
長
が
提
出
議
案
に
つ
い
て
説
明
。

そ
の
あ
と
、
二
十
四
日
二
十
五
日
、

二
十
六
日
の
三
日
間
が
一
般
質
問
、

二
十
九
日
、
三
十
日
が
議
案
番
議
（

三
十
一
日
は
予
備
日
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

な
お
、
二
十
四
日
の
一
般
質
問
の

も
よ
う
は
、
Ｋ
Ｂ
Ｓ
近
畿
放
送
（
Ｕ

Ｈ
Ｆ
＠
i
K
ヤ
ン
ネ
ル
）
で
生
中
継
さ

れ
ま
す
。
放
送
時
間
は
、
午
後
一
時

か
ら
五
時
半
ま
で
で
、
各
会
派
の
代

表
と
し
て
、
次
の
九
議
員
が
質
問
さ

て
い
ま
す
。
市
で
は
、
そ
れ
に
対
応

し
て
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
自
己
水

⑤
田
中
清
（
民
社
党
）

⑦
秋
月
賢
治
（
自
民
党
）

⑧
酉
川
着
通
（
自
民
党
）

⑨
庄
司
洋
（
公
明
党
）

宇
治
市
政
の
動
き
や
議
会
活
動
を

知
る
の
に
よ
い
機
会
で
す
。
お
茶
の

源
の
開
発
を
中
心
と
し
た
第
四
次
拡

張
事
茉
を
実
施
し
、
こ
の
ほ
ど
宇
治

降
水
場
の
新
設
工
事
が
は
鱈
冦
し

給
水
能
力
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
昭
和
五
十
九
年

頃
に
は
再
ぴ
供
給
能
力
が
限
界
に
達

w
ｏ
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
引

き
続
き
、
施
殷
拡
充
を
進
め
る
必
要

に
せ
ま
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
水
温
拡
張
事
業
に
は

ぱ
く
大
な
経
費
を
要
し
、
そ
の
た
め

の
企
業
債
に
か
か
る
元
利
償
還
金
は

急
激
な
増
加
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
本
市
の
供
給
量

■
自
1
1
1
1
－
Φ
1
1
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1
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自
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1
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1
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1
a
－
Ｉ
Ｉ

自
己
水
源
の
開
発
め
ざ
す
］

第
四
次
拡
張
事
業
の
中
心
、

宇
治
浄
水
場
。
写
真
は
急
速

ろ
遇
機
。
一

▽
5
4
年
Ｋ
ａ
ｉ
ｓ
共
済
事
茉
会
叶
補
正

予
算

▽
5
4
年
度
水
遭
事
業
会
叶
禰
1
*
1
1
;

▽
5
4
年
度
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事

業
特
別
会
計
ｓ
ｌ
ｉ
Ｊ
＾
ｔ
ｔ

▽
国
民
健
康
保
険
粂
例
の
一
部
改
正

一
般
質
問
を
テ
レ
ビ
中
継

1
0
月
2
4
日
午
後
１
時
か
ら
近
畿
放
送
で

れ
る
予
定
で
す
。
（
質
問
順
）

①
江
口
辰
造
（
無
所
司
）

②
浅
見
健
二
（
社
会
党
）

③
前
礁
薦
由
紀
（
共
産
党
）

④
名
手
寛
史
（
共
産
党
）

⑤
加
藤
吉
辰
（
民
社
党
）

間
か
ら
、
ぜ
ひ
ご
Ｉ
り
ん
く
だ
さ
い
。

〔
主
な
提
出
議
案
等
〕

▽
5
4
年
度
一
股
会
計
ｌ
'
r
*
ｔ
ｔ

▽
5
4
年
Ｋ
公
共
ｙ
永
這
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算

▽
市
営
住
宅
の
設
ほ
お
よ
ぴ
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
市
消
防
団
員
等
公
務
災
Ｗ
初
償
条

例
の
一
部
改
正

▽
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職

報
竹
金
の
支
給
に
関
す
る
粂
例
の
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・
‐
ｌ
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－
－
‐
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末
ま
で
の
間
に
六
直
六
千
六
百
九
十

九
万
五
千
円
の
赤
字
が
見
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

の
収
益
で
ま
か
な
っ
て
き
ま
し
た
が

限
界
に
き
て
い
ま
す
。

今
後
の
給
水
原
価
は
、
受
水
費
の

大
幅
な
値
上
げ
、
第
四
次
水
滋
拡
張

事
業
に
伴
な
う
企
業
債
利
息
、
減
価

蚊
却
費
の
増
加
等
に
よ
っ
て
急
激
に

高
騰
、
財
政
を
圧
迫
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、

水
遭
事
業
の
将
来
の
供

給
の
あ
り
方
と
水
道
経
営
の
問
題
に

つ
い
て
、
学
者
を
は
じ
め
市
民
の
方

が
た
で
構
成
さ
れ
た
水
道
事
業
懇
談

会
で
審
議
を
お
願
い
し
、
昨
年
七
月

に
提
言
を
頂
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
、
こ
の
提
言
を
尊
重

し
な
が
ら
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
水

を
十
分
に
確
保
し
、
水
道
財
政
の
健

全
化
を
図
る
た
め
、
事
業
運
営
の
合

理
化
、
有
収
率
の
向
上
、
経
賢
節
誠

に
努
力
し
、
更
に
、
必
妥
経
費
は
す

べ
て
受
益
者
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
独
立
採
算

制
の
制
度
改
正
を
引
き
つ
づ
き
国
に

強
く
要
望
し
て
い
き
ま
す
が
、
受
水

費
の
単
価
ア
″
プ
等
は
、
企
業
努
力

の
み
だ
け
で
は
到
底
解
決
が
困
難
で

す
の
で
、
や
む
な
く
水
道
料
金
の
引

上
げ
を
市
議
会
に
提
案
し
て
い
る
も

の
で
す
。

な
お
、
こ
の
水
辺
料
金
の
改
定
に

あ
た
っ
て
は
、
日
常
生
活
に
使
わ
れ

る
必
妥
水
量
の
引
き
上
げ
幅
を
で
き

る
だ
け
低
く
抑
え
る
た
め
、
水
道
料

金
の
ほ
か
、
水
道
加
入
必
一
も
あ
わ
せ

て
右
表
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と

を
提
案
し
て
い
ま
す
。
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科
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療
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○
今
回
の
料
金
改
定
は
、
平
均
二
三

・
六
％
の
改
定
率
と
し
、
家
庭
用

に
つ
い
て
は
一
二
・
九
％
と
配
慮

し
ま
し
た
。
家
庭
用
で
は
、
一
ヵ

月
平
均
使
用
量
が
二
三
立
方
μ
で

改
定
額
で
は
千
五
百
四
十
五
円
、
一

現
行
額
千
二
百
七
十
円
で
一
ヵ
月

二
百
七
十
五
円
の
増
額
を
お
願
い

M
)
も
の
で
す
一

〇
本
市
の
料
金
体
系
は
用
途
別
で
あ

り
、
お
お
む
ね
実
情
に
碧
Ｃ
て
Ｉ

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
現
行
一

の
十
用
途
別
を
七
用
途
別
に
整
理
一

し
、
学
校
保
育
所
用
を
官
公
署
団

体
用
に
、
病
院
診
療
所
用
を
賞
「

用
に
、
共
用
を
家
庭
用
に
ま
と
め
一

ま
し
た
。

の
八
四
％
を
占
め
る
京
都
府
営
水
辺

か
ら
の
受
水
価
格
が
昭
和
五
十
四
年

四
月
一
日
か
ら
、
水
一
立
方
μ
あ
た

り
旧
単
価
三
十
二
円
か
ら
四
十
三
円

と
、
三
四
％
も
の
引
上
げ
が
実
施
さ

れ
、
水
道
財
政
は
大
き
な
打
撃
を
受

け
、
負
速
に
悪
化
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
現
行
料
金
で
推
移
す
る

一
部
改
正

▽
市
住
宅
新
築
資
命
一
等
貸
付
条
例
の

一
部
改
正

▽
市
水
逍
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改

正

▽
市
公
会
堂
等
の
施
設
の
設
ほ
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
市
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

▽
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

▽
市
道
路
線
の
一
部
廃
止
に
つ
い
て

▽
財
産
取
得
す
る
に
つ
い
て

▽
京
都
南
部
都
市
広
域
行
政
圈
推
進

協
議
会
の
設
ほ

▽
5
3
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
及

ぴ
水
m
業
会
計
決
ｆ
ｔ
の
認
定

と
、
昭
和
五
十
四
年
度
の
単
年
度
だ

け
で
一
億
八
千
百
七
十
三
万
六
千
円

の
赤
字
が
生
じ
、
昭
和
五
十
六
年
度

高
騰
す
る
給
水
原
価

料
金
改
定
は
急
務

昭
和
五
十
三
年
度
の
一
立
方
メ
ー

ト
ル
当
り
の
給
水
原
価
は
八
十
六
円

五
十
一
銭
で
、
現
行
の
供
給
単
価
は

平
均
六
十
五
円
八
十
一
銭
に
比
べ
二

十
円
七
十
銭
の
赤
字
で
す
。
こ
の
赤

字
を
捕
て
ん
す
る
た
め
に
、
水
道
加

入
<
ａ
の
収
入
や
工
事
収
益
、
手
数
料

集募員職
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国
民
年
金
の
あ
ら
ま
し

国
民
乎
金
は
、
老
齢
や
身
体
障
害
な
芦
に
よ
っ

て
忠
洒
の
安
定
が
そ
こ
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
国
民

の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
補
い
合
･
？
2
>
ｍ
ｊ
ｆ
ａ
Ｋ
？
＾
の

で
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
か
ら
始
ま
っ
た
制
度
で

す
。

国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
人
は
、
日
本
人
で
日

本
国
内
に
住
ん
で
い
る
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
未
満

の
人
で
す
。

と
く
に
、
厚
生
年
令
一
や
共
済
組
合
の
年
金
制
度

に
加
入
し
て
い
な
い
商
業
、
農
業
な
ど
の
自
営
業

者
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
自
由
業
ま
た
は
五
人
以
下
の

職
場
で
働
く
人
々
を
加
入
対
象
と
し
た
も
の
で
、

こ
れ
ら
の
人
々
は
当
然
加
入
し
て
い
た
だ
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
希
里
さ
れ
る
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ

ん
や
、
現
在
恩
給
や
他
の
年
金
を
受
け
て
い
る
人
年
以
上
保
険
料
を
納
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

･
w
の
配
偶
者
、
そ
れ
に
二
十
年
以
上
厚
生
年
金

な
ど
に
加
入
し
て
、
将
来
年
金
を
受
け
る
資
格
の

あ
る
人
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

昼
間
部
の
大
学
生
も
加
入
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
国
民
だ
れ
も

が
い
ず
れ
か
の
年
金
に
属
す
る
。
国
民
皆
年
金
’

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

通
算
老
齢
年
金

職
業
を
替
わ
る
な
ど
で
二
つ
以
上
の
制
度
に
加

入
し
た
人
は
、
一
つ
ず
つ
の
年
金
加
入
期
間
が
短

い
場
合
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
救
う
た
め
、
加
入
期
間
を
合
算
し
て
必
要
年

数
に
逮
す
れ
ば
年
金
が
受

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

そ
こ
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

か
ら
自
営
業
な
ど
に
職
業

替
え
を
さ
れ
た
場
合
は
、

ご
夫
婦
で
国
民
年
金
に
加

入
し
、
通
算
し
て
二
十
五

年
金
の
手
続
き
や
相
談

は
、
次
の
と
こ
ろ
へ
ど
う

ぞ
。

年
金
の
必
要
期
間

国
民
年
金
で
老
齢
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、

二
十
歳
か
ら
六
十
歳
未
周
に
少
な
く
と
も
二
十
五

年
以
上
の
保
険
料
祠
付
済
期
間
ま
た
は
、
免
除
期

間
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
国
民
年
金
が
発
足
し
た
三
十
六
年
四

月
一
日
に
す
で
に
三
十
一
歳
を
越
え
て
い
た
人
は

必
要
な
期
間
が
表
の
よ
う
に
十
年
か
ら
二
十
四
年

間
に
短
縮
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
厚
生
年
金
は
加
入
期
間
が
二
十
年
以
上

あ
る
い
は
、
瓜
孚
で
四
十
歳
、
女
子
で
三
十
五
歳

以
降
の
加
入
期
間
が
十
五
年
以
上
あ
る
と
老
齢
心

退
職
）
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

保
険
料

国
民
年
金
の
保
険
料
は
所
得
、
年
齢
な
ど
に
関

係
な
く
定
額
で
、
一
ヵ
月
あ
た
り
、

5
2
年
度
二
、
二
〇
〇
円

以
躍
度
二
、
七
三
〇
円

国
民
年
金

・
市
役
研
媒
険
年
金
課
、
国
民
堡
慄
（
電
話
Ｏ

３
１
４
１
）

最
近
、
老
後
の
暮
ら
し
を
支
え
る
年
金
制

度
に
関
心
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
年
金

に
は
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
、
そ
し
て
国
民

年
金
と
い
く
つ
も
の
制
度
が
あ
り
、
一
人
ひ

と
り
に
よ
っ
て
年
金
の
条
件
が
違
う
作
と
い
う

複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も

国
民
年
金
は
発
足
し
て
十
八
年
と
歴
史
も
浅

く
、
ま
だ
ま
だ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
と
こ
ろ
で
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
ほ
っ

て
お
く
’
の
で
は
将
来
な
ん
の
年
金
も
受
け

ら
れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
特
集
で
紹
介
し
て
い
る
事
柄
は
原
則

的
な
こ
と
だ
け
で
す
の
で
く
わ
し
い
こ
と
は

市
役
所
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
な
ど
へ
相

談
し
、
ご
自
分
の
年
金
が
大
丈
夫
か
確
か
め

て
く
だ
さ
い
。

5
4
年
度
三
、
三
〇
〇
円

5
5
年
度
Ξ
、
七
七
〇
円

と
毎
伍
昏
置
さ
れ
ま
す
。

こ
の
定
額
の
う
え
に
付
加
保
険
料
、
一
ヵ
月
四

〇
〇
円
を
納
め
る
と
そ
れ
だ
け
多
く
の
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

＜
納
入
方
法
＞

保
険
料
の
納
入
方
法
は
、
口
座
振
替
や
徴
収
員

の
集
金
ま
た
は
、
郵
m
m
外
の
‘
一
一
｛
融
機
関
の
窓

口
で
納
付
書
を
そ
え
て
納
め
る
方
法
が
あ
り
ま

す
。
ど
れ
で
Ｉ
ｊ
ｆ
ｆ
ｌ
利
で
確
≪
＆
>
£
め
ら
れ
る
方
法

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

＜
納
め
忘
れ
ず
に
…
＞

と
こ
ろ
で
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
納
め
た
と
思
っ
て
い
て
も
忘
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
今
一
度
、
確
か
め
て
み
ま
し
ょ

う
。
未
納
の
保
険
料
は
二
年
を
過
ぎ
る
と
納
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
月
は
、
五
十
二
年
度
二
期
分
心
七
月
～
九
月

分
）
が
二
年
め
に
当
っ
て
い
ま
す
。
納
め
忘
れ
た

人
は
十
月
末
日
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
の
免
除
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で

国
民
年
金
係
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

老
齢
年
金
の
支
給

国
民
年
金
の
老
齢
年
金
額
は
、
保
険
料
を
納
め

・
京
都
府
国
民
屋
謨
（
電
話
Ⅲ
－
ｍ
ト
８
１

１
１
）

厚
生
年
金

現
在
、
助
務
さ
れ
て
い
る
事
業
所
ま
た
は
、

最
後
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
事
業
所
の
区
域
を
管

轄
す
＆
社
会
保
険
事
務
所

＜
京
都
府
社
会
保
険
事
務
所
＞

・
上
京
ｎ
〒
6
0
2
上
京
区
千
本
浅
ト
植
木
町
東
入

上
ル
小
山
町
九
〇
八
（
電
話
Ⅲ
Ｉ
ｍ
Ｌ
９
１

５
６
）
、
管
轄
区
域
〔
上
京
区
、
北
区
、
福
知

山
市
、
舞
鶴
市
、
綾
部
市
、
宮
津
市
、
亀
岡
市

船
井
郡
、
天
田
郡
、
加
佐
郡
、
与
謝
郡
、
中
郡

竹
野
郡
、
熊
野
郡
〕
、
屋
葦
帳
記
号
専
５

４
１
０

・
中
京
Ｌ
〒
Ⅲ
中
京
区
土
手
町
通
竹
屋
町
下
ル

鉾
田
町
二
八
七
（
電
話
Ⅲ
よ
’
…
１
３
３
１
１
）

管
轄
区
域
〔
中
京
区
、
左
京
区
、
北
桑
田
郡
〕

た
期
間
（
免
除
期
間
も
含
む
）
で
決
ま
り
ま
す
。

叶
算
方
法
は
左
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

厚
生
年
金
の
老
齢
年
金
額
は
、
被
保
険
者
期
間

（
助
続
月
歎
な
ど
）
及
ぴ
標
準
報
酬
月
額
（
給
料

な
ど
）
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

年金額の計算方法
料
×
他
酬
ラ

険
円
は
報
ス

保
翻
人
準
穴

×
る
標
2
0

円
十
い
均
Ｌ

｀
ｗ
３
て
平
×

溜
れ
ぐ
沁

１
さ
十
数

雷
宍
ｎ

月
ぐ
に
月
間

済
７
年
の
期

付
2
0
2
4
間
入

納
Ｌ
数
｀
期
加

餅
×
月
年
入
×

ぴ
’
詰
心
Ｊ

れ
一
匹
鯛
れ
一

｀
’

3
0
月
保
な
算
６
×
率

Ｌ
除
加
要
加
Ｌ
額
ド

ぐ
免
付
必
に
任
月
イ

金
※
金

年
年

民
生

国
厚
Ｄ
Ｄ6

5
歳
か
ら
支
給

国
羅
蓋
は
原
則
と
し
て
六
十
五
歳
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
が
、
六
十
歳
か
ら
受
け
る
こ
と
ま
で
き

年
金
手
帳
記
号
専
５
４
１
１

・
下
京
―
〒
ｍ
下
京
区
間
ノ
町
通
り
下
珠
数
屋

町
上
ル
（
電
話
0
7
5
‐
Ⅲ
‐
０
１
４
１
）
、
管

轄
区
域
〔
下
京
区
、
右
京
区
、
西
京
区
、
長
岡

京
市
、
向
日
市
、
乙
訓
郡
〕
、
年
金
手
帳
m

色
５
４
１
２

・
京
都
用
＝
〒
6
1
2
伏
見
区
深
草
堀
田
町
、
京
阪

藤
の
森
ピ
ル
４
・
６
Ｆ
（
電
話
脚
－
Ⅲ
‐
３
５

４
１
）
、
管
幡
区
颯
〔
爾
区
東
山
区
、
山
科
区

伏
見
区
、
宇
治
市
、
城
陽
市
、
久
世
郡
、
綴
喜

郡
、
相
楽
郡
〕
、
年
金
手
帳
記
号
色
５
４
１
３

各
租
共
済
組
合

所
属
し
て
い
る
共
済
組
合

ま
た
、
年
金
に
つ
い
て
の
全
股
的
な
相
談
・
照

会
は
「
年
金
相
談
セ
ン
グ
ー
」
〒
Ⅲ
東
京
都
杉

並
区
高
井
戸
西
３
‐
５
‐
2
4
電
話
0
3
－
Ⅲ
よ

１
３
１
へ
。

来
年
６
月
3
0
日
ま
で

ま
す
。
た
だ
し
年
金
額
は
六
十
五
歳
か
ら
受
け
る

年
金
額
に
お
し
て

6
0
歳
以
上
6
1
歳
未
満
・
＝
5
8
ｓ

6
1
歳
″
6
2
歳
″
・
・
・
6
5
％

6
2
歳
″
6
3
歳
″
～
・
7
2
％

6
3
歳
″
6
4
歳
″
・
・
・
8
0
％

6
4
歳
″
6
5
歳
″
・
：
8
9
％

支
給
さ
れ
ま
す
。

3 5
歳
は
わ
か
れ
道

国
民
年
金
は
昌
緊
じ
て
六
十
歳
未
満
で
二
十

五
年
以
上
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
年
金
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
お
そ
く
と
も
三
十
五
歳

か
ら
保
険
料
を
納
付
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

も
し
、
当
然
加
入
者
で
三
十
五
歳
に
な
っ
て
ま

だ
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、
今
す
ぐ
市
役

所
国
民
年
金
係
で
相
談
く
だ
さ
い
。
。

な
お
、
現
在
七
十
歳
以
上
の
お
年
寄
り
に
支
給

さ
れ
て
い
る
老
齢
福
祉
年
金
は
、
明
治
四
十
四
年

四
月
一
日
以
前
に
生
れ
た
人
ま
で
、
つ
ま
り
今
年

三
月
に
六
十
八
歳
に
な
っ
た
人
ま
で
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。
こ
れ
以
降
に
生
れ
た
人
は
何
か
の

年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
将
来
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
給
付

国
民
年
金
は
老
齢
年
金
の
他
に
障
害
年
金
、
母

子
年
金
、
遺
児
年
金
、
寡
婦
年
金
な
ど
の
給
付
も

あ
り
ま
す
。
く
わ
し
い
こ
と
は
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い
。

手
続
き
は
正
確
に

住
所
が
変
っ
た
り
、
就
職
し
た
場
合
、
忘
れ
な

い
う
ち
に
そ
の
都
度
自
分
で
手
続
き
を
し
ま
し
ょ

う
。年

金
は
長
い
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
届
出
を
忘
れ
て
い
た
り
、
不
正
確
な
場

合
に
は
後
で
困
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
年
令
一
の
記
号
一
番
号
は
一
生
を
通
じ
て

同
じ
も
の
が
使
わ
れ
、
年
金
を
支
給
す
る
の
に
、

必
要
な
記
録
も
す
べ
て
こ
の
番
号
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

も
し
、
同
じ
年
金
制
度
で
竪
Ｔ
番
号
を
二
つ

以
上
持
っ
て
い
る
人
は
、
加
入
さ
れ
て
い
る
年
金

を
受
け
持
っ
て
い
る
事
務
所
で
一
つ
の
記
号
ト
番

号
に
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
特
別
納
付

オリエンテーリング大会

とき…11月4日(日)受付8時半～10時

ところ…宇治川塔ノ島集合

設
日
だ

を
当
く
３

ど
・
意
課

な
す
用
・
育

ス
で
を
教

一
円
ど
会

ｏ
n
3
0
0
な
社

う
ジ
具
ぐ

よ
ン
人
雨

し
レ
個
’

ま
ヤ
゛
ツ

み
チ
円
ビ

て
の
翻
。

い
人
エ

歩
個
プ
赤

を
゛
一
で

山
ス
ル
装
・

野
’
グ
服
す

の
コ
ー
る
で料

き
止

″
讐
”
中

り
や
参
の
天

よ
ス
ー
グ
雨

た
Ｉ
す
ン
お

を
コ
ま
キ
な

図
童
い
イ
・

地
児
て
ハ
いけ

は
さ

親
子
映
画
の
つ
ど
い

公
民
館
で
は
、
公
民
館
サ
ー
ク
ル
の
宇
治
映
画
同
好
会

と
共
催
で
「
親
子
映
画
の
つ
ど
い
」
を
開
き
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
家
族
そ
ろ
っ
て
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

入
場
は
無
料
で
す
。

▽
と
き
…
o
月
2
7
日
（
土
）

１
回
目
＝
午
後
１
時
～
２
時
半

２
回
目
＝
午
後
３
時
～
４
時
半

▽
と
こ
ろ
・
：
宇
治
市
公
民
館
３
階
（
市
民
会
館
）

▽
上
映
作
品
（
３
本
と
も
カ
ラ
ー
作
品
）

・
「
ヘ
ン
デ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
グ
リ
ム
童
話
1
0
分

仲
良
し
兄
妹
か
森
の
中
の
お
菓
子
の
家
で
お
こ
す

人
喰
い
婆
さ
ん
と
の
物
語

・
「
テ
レ
パ
ス
・
ク
マ
ー
フ
」
ト
宇
宙
の
旅
‐
2
5
分

西
暦
三
千
年
、
地
球
の
危
機
を
救
う
た
め
に
宇
宙

の
彼
方
へ
旅
立
っ
た
少
年
テ
レ
パ
ス
ー
ク
マ
ー
ラ

の
冒
険
と
ロ
マ
ン
の
物
語
、

・
「
ダ
ン
プ
母
さ
ん
と
６
人
の
子
ど
も
た
ち
」
4
1
分

ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
を
し
て
い
る
お
母
さ
ん

と
６
人
の
兄
弟
が
巻
き
起
こ
す
物
語
で
す
。

（
公
民
館
）

市
民
絵
画
展

作
品
募
集

第
七
回
市
民
絵
画
展
が
十
二
月
六
日
か
ら
開
催
さ
れ
ま

す
の
で
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

絵
画
展
は
出
品
自
由
で
審
査
も
授
賞
も
行
な
わ
な
い
ア

ン
デ
パ
ン
ダ
ン
形
式
で
開
き
、
批
評
会
を
実
施
し
ま
す
。

▽
募
集
作
品
…
日
本
画
・
洋
画
・
版
画
大
き
さ
８
号
～
5
0

号
、
１
人
２
点
以
内

▽
出
品
資
格
・
：
市
民
か
市
内
に
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
人

出
品
申
込
み
は
十
一
月
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
に
、
出

品
料
千
円
を
そ
え
て
社
会
教
育
課
ま
で
。

な
お
、
作
品
の
搬
入
は
、
十
二
月
五
日
午
後
一
時
か
ら

ｒ
｀
一
ｅ
Ｓ
Ｉ

7
8

７

一ａ一ａ一一一一一一ｅＩ一一一一一一■一一一４一儡一一一儡４一

Ｉ
Ｊ
・
ｒ
・
・
ｉ
‐
‐
一
゛
‐
ｌ
｀
４
－
４
‘
ｓ
・
Ｉ
ｓ
Ｉ
・
・
ｒ
Ｉ
｀
・

わ
か
ら
な
い
こ
と
は
相
談
を

確かめましょう
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確かめましょうあなたの年金月

受を除免ぐ数月ため納を金
ヽ
ヽ
ノ

年
む

民
含

国
も

で
数

ま
月

今
だ

け①

１
ｒ
ゆ

月

金年生厚
？’

は

後
数

以
月

日
だ
１
し

月
入

４
加

年
に

3
6
ど

が
な

た
合

な
組

あ
済

共
②

月

厚
’
月

’
で
た

後
ど
っ

以
な
か

日
る
な

１
い
し

月
て
入

４
し
加

年
入
意

3
6
加
任

が
に
に

者
合
金

偶
組
年

配
済
民

の
共
国

だ
’
が

な
金
た
？

あ
年
な
は

生
あ
数

③

歳6
0

3月

月

年
？

は数

ぐ
月

ら
の

か
で

今
ま

の
月

だ
前

な
る

あ
な

に
④

もう一度

年金をﾁｪｯｸしましょう
納
め
忘
れ
て
い
て
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
と
あ
き

ら
め
て
い
ま
せ
ん
か
Ｉ
。

年
金
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
過
去
の
保
険
料
を

逆
の
ぽ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
納
付
の

制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

期
間
は
五
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
来
年
の
五
十

五
年
六
月
三
十
日
ま
で
で
あ
と
八
ヵ
月
間
で
す
。

保
険
料
は
１
ヵ
月
に
つ
き
一
率
四
千
円
で
、
納

付
は
分
割
で
な
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
特
例
納
付
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
奥
さ
ん
や
学
生
な
ど
国
民
年
金
の
任
意
加
入
に

あ
た
る
人
に
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
ま
ち

が
わ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
人
は

特
別
納
付
を

こ
の
特
例
納
付
の
で
き
る
人
は
次
の
よ
う
な
人

で
す
。

3
5
歳
以
上
で
ど
の
年
金

に
も
加
入
し
て
い
な
い
人

国
民
年
金
に
当
然
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、
今
す
ぐ
加
入

の
齢
月
丿

左
老
・
前
と

り
’
す
る
こ

よ
ぱ
ま
な
く

に
れ
き
に
い

日
な
で
歳
て

月
に
が
6
0
め

年
上
と
’
納

生
以
こ
後
を

’
数
る
今
金

が
月
け
’
年

数
要
受
し
民

月
必
を
だ
国

の
の
金
た
で

⑤
表
年
ぐ
ま

･
ｒ
ａ
ｓ
T
T
’
―
ｕ
ｒ
i
m
ｓ
Ｍ
-
f
ｓ
ｒ
'
i
.
i
T
-
'
t
-
^
'
t
ｉ
ｉ
ｕ
^

（
社
会
教
育
諜
）

勤
労
者
将
棋
大
会

第
八
回
宇
治
・
久
世
勤
労
者
将
棋
大
会
か
。
十
月
二
十

八
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
宇
治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
で

行
わ
れ
ま
す
。

▽
参
加
資
格
…
宇
治
市
・
城
陽
市
お
よ
び
久
御
山
町
に
在

住
ま
た
は
動
務
す
る
勤
労
者

▽
級
別
…
参
加
者
を
４
級
に
分
け
ま
す
。

・
Ａ
級
・
・
・
２
段
程
度
以
上

・
Ｂ
級
…
初
段
～
３
級
程
度

・
Ｃ
級
・
：
４
級
～
７
級
程
度

・
Ｄ
級
・
：
初
心
者

お
申
込
み
は
、
1
0
月
2
4
日
ま
で
に
七
百
円
を
添
え
て
宇

治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
へ
。
心
交
通
ｓ
；
政
諜
）

ハ
カ
リ
の
定
期
検
査

京
都
府
計
量
検
定
所
で
は
、
業
務
用
に
使
用
す
る
は
か

り
の
定
期
検
査
を
行
い
ま
す
。
必
ず
検
査
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

▽
1
0
月
2
4
日
・
：
東
宇
治
中
学
校

対
象
地
域
＝
木
幡
、
五
ケ
庄

▽
1
0
月
2
5
日
・
・
・
小
倉
公
民
館

対
象
地
域
９
小
倉
、
伊
勢
田
、
開
、
安
田
、
羽
拍
子

▽
1
0
月
2
6
日
…
宇
治
シ
ョ
ッ
プ
セ
ン
タ
ー

対
象
地
域
＝
木
幡
、
六
地
蔵

▽
1
0
月
2
9
日
・
：
大
久
保
小
学
校

対
象
地
域
Ｉ
大
久
保
、
広
野

▽
1
0
月
3
0
日
、
3
1
日
・
：
宇
治
市
役
所

対
象
地
域
＝
白
川
、
志
津
川
、
宇
治
、
菟
道
、
槙
島
、

神
明
、
笠
取

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
1
0
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
で

す
。
検
査
を
受
け
ら
れ
る
と
き
、
手
数
料
と
印
か
ん
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
光
電
式
は
か
り
は
別
に
行
い
ま
す
。

心
商
工
観
光
課
）

一
1
0
月
2
2
日
か
ら

老
人
健
康
診
査

市
で
は
、
今
年
も
十
月
二
十
二
日
か
ら
十
一
月
十
日
ま

で
の
間
に
、
六
十
五
歳
以
上
の
お
年
寄
り
を
対
象
に
聴
診

や
血
圧
測
定
、
尿
検
査
な
ど
の
「
老
人
健
康
診
査
」
を
無

料
で
実
施
し
ま
す
。
健
康
で
楽
し
く
長
生
き
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
さ
そ
い
あ
わ
せ
て
「
老
人

健
康
診
査
」
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
票
は
、
老
人
ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
お
配
り
し
ま
す
。

老
人
ク
ラ
ブ
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
人
で
受
診
を
希
望
さ

れ
る
人
は
、
老
人
福
祉
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
六
ヵ
月
以
上
治
療
を
受
け
て
い
な
い
寝
た
き
り

老
人
で
、
低
所
得
世
帯
の
人
に
つ
い
て
は
、
「
訪
問
健
康

診
査
」
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
老
人
福
祉
係
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
（
福
祉
課
）

ｎ
コ

７７

し
て
逆
の
ぽ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。過

去
に
保
険
料
の

納
め
忘
れ
が
あ
る
人

・
現
在
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
て
、
以
前
に

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
人
は
保
険
料
を
納

め
る
期
間
が
不
足
し
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
だ

に
と
国

数
こ
所

月
る
役
゜

要
け
市
い

必
受
’
さ

の
を
ぐ
だ

表
金
す
く

の
年
今
談

左
’
・
相

’
は
ん
ご

が
人
せ
で

数
い
ま
係

月
な
き
金

の
ら
で
年

⑤
な
が
民

け
早
ぐ
納
め
ま
し
ょ
う
。

・
現
在
は
他
の
制
度
（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
な

ど
）
に
加
入
し
て
い
る
が
、
ま
え
に
国
民
年
金

に
加
入
し
て
い
て
未
納
期
間
の
あ
る
人
も
さ
か

の
ぽ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
特
例
納
付
は
国
民
年
金
の
任
憲

加
入
の
期
間
に
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

6
0
歳
以
上
の
人
も納

め
ら
れ
ま
す

六
十
歳
を
す
ぎ
て
、
国
民
年
金
の
加
入
年
齢
で

な
く
な
っ
て
い
る
人
で
も
、
む
か
し
強
制
加
入
の

期
間
が
あ
っ
た
が
、
保
険
料
を
納
め
忘
れ
る
な
ど

で
、
現
在
何
の
年
金
急
肖
て
い
な
い
人
も
符
例

納
付
で
き
ま
す
。

特
例
納
付
に
よ
っ
て
、
必
要
な
期
間
の
保
険
料

を
納
め
お
え
る
と
、
す
ぐ
そ
の
翌
月
分
か
ら
の
年

金
が
支
給
さ
れ
る
楊
合
も
あ
り
ま
す
。
至
急
相
談

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
は

か
ん
た
ん

加
入
の
手
続
は
印
か
ん
を
、
未
納
の
保
険
料
を

納
め
る
手
続
き
に
は
印
か
ん
と
堕
旱
帳
を
も
っ

て
市
役
所
保
険
年
畠
国
民
年
令
孫
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。
ま
え
に
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
さ
れ
て

い
た
人
は
そ
の
期
間
を
確
認
で
き
る
も
の
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

世
帯
更
生
資
金

保
険
料
を
貸
付

こ
の
賃
付
け
を
希
望
さ
れ
る
人
は
申
込
み
期
限

が
十
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
の
で
、
今
す
ぐ
地
域

の
民
生
委
員
さ
ん
ま
た
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
＝

宇
治
一
番
六
十
七
（
電
話
四
６
６
６
０
番
）
へ
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
賃
付
け
金
額
は
、
特
例
納
付
に
必
要
な

金
額
の
二
分
の
一
以
内
で
す
。

‘

（
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
）

不
足
し
て
い
ま
せ
ん
か

年
金
の
必
要
期
間

⑤

く
算
そ

て
は
’

し
Ａ
口
合

算
場
場

計
い
た

を
な
っ

で
た
と

ま
満
け

月
に
受

前
月
を

の
ヵ
金

月
二
当

た
十
手

め
が
退

や
数
脱

ら
月
の

か
計
金

月
合
年

た
の
生
・

し
度
厚
い

入
制
’
さ

加
金
お
だ

に
年
な
く

金
の
Ｏ
で

年
つ
い
い

’
一
さ
な

時
’
だ
し

る
た
く
人

す
ま
で
算

算
Ｏ
い
も

計
い
な
間

間
さ
し
期

期
だ
人
の

３注Ｃ
。

年金を受けるのに必要な年数

－
－

－

し
別
別
別
別
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別
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四
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皿
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年
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年
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7
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9
2
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四

日
Ｑ
４

１
心

４ １

４ １

４ １
八
一

４ １

４ １

４ １

４ １
乱

４ １

４ １
が
＜

４
ｉ
'
°
７
８
。
一
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
3
･
≪
ｆ
５
れ

月

皿
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
昭
昭
昭
昭
皿

゛

び
一
一

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

。
一

・
ｅ
一
・
一
一
一
・
ｅ
ｓ
一
一
一
一
一
参

ｙ
い

６ ４
‥
コ
一

９ ４
一
一
に
に
一

1
3

4
い
一
一
一
一
い
一
一
い
‘
‥
い
い
一

之

…
…
…
…
…
…

大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
昭
昭
昭
昭

‥‥‥Ｓ一

一

一一

一一・
■ａＩゆ一一一Ｓ

ａａａ一一
奉

一
儡ｓ４一ａ一ａ一一９

ＩＩａ一一一一一一ｓａａ一一一
1111

一一
■

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S

I

I

S

自

１

１

計算の結果は

圖
｀

－言言
ト

々
隅
妙％

ぺ
匹
四
宍
ご
に
‥
‥

四
万
¨
一
¨

¨ 一
－
一
一
・
‥
一

一

・
｛
゛
1
1
一
・
・

。
”
Ｉ
・
ｙ
゛
／
’
馮
¨
¨

／
み
願
～

一
言
言
友
≫
-
Ｊ
ｌ

ｙ
両

‥
一
匹
一
一
一

根
／
胸
回

乙
・
‥
‥
・
匹
。ダ

兪
司

ｆ
：
■
■
■
”
■
■
”
’
：
■
‘
■
”
”
’
“
…
…
…

一一一一一一一一一ａ一一一一一一一一一一一一一
‥

一
一一

Ｉ一一一

一

一

．

一一一一一一一

｝

一

一一一

一Ｉ‥一］］一

一一

一

一

一

一一

一

一

－

Ｉ

Ｉ

Ｉ

参

l

a

1

4

1

1

一

回
回
目
冒
目
回
目
回
目
四
―
－
回
回
目
昌
目
冒
目
回
目
回
冒
回
目
回
議

―

―

－
―
－
－
－
－
１

－
１
１
１

－
・
―
－
－
－
－
』
｀
－
－
―
－
』
｀
Ｉ

゛
－

一

―
－
－
－
1
1
1
1
1
1
1
－
―
―
1
1
1
1
1
1
1
S
1
1
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
｀

‥

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Φ

Ｉ

１

一

一

－

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｓ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

‐

Ｉ

Ｉ

Ｉ

暑

１

‐

Ｉ

Ｉ

一

1

1

1

1

1

1

自

1

1

1

1

ａ

Ｉ

Ｉ

皿川川Ｉ皿皿川
－
川川

’
１皿川１川１川‐皿川皿ｎ皿皿川皿‐川Ｉ川叩川一皿－叩川川川皿皿皿‐川川Ｉ皿川川皿川皿皿Ｉ川皿川川川川皿Ｉ皿川Ｉ川皿川川川Ｉ川皿



倒行発卵肥０１り鉾獅㈲吽1
9

7りよごす″ｍ心ｔ号0
1

L
O

第

8
0

７

10月27日から読書週間

菊
の
香
ゆ
か
し
い
季
節
と
な
り
「

読
書
の
秋
」
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。

。
燃
え
よ
人
生
／
本
と
の
ふ
れ
あ

い
’
を
テ
ー
マ
に
、
十
月
二
十
七
日

か
ら
読
書
週
間
が
始
ま
り
ま
す
。

読
書
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
豊
か

に
す
る
と
と
も
に
、
頭
の
中
に
想
像

の
輪
を
広
げ
、
創
政
哩
を
育
て
て
い

く
も
の
で
す
。
宇
治
川
べ
り
に
あ
る

市
民
図
書
室
で
は
、
本
を
借
り
る
多

く
の
市
民
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

小
説
を
読
ん
で
楽
し
む
人
、
育
児
や

料
理
の
本
を
読
ん
で
役
に
た
て
る
人
‘
‐

旅
行
に
出
る
前
に
案
内
書
を
読
む
人

な
ど
…
…
い
ろ
い
ろ
な
利
用
が
あ
り

ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
本
は
必
要
な
も
の
で

す
か
、
今
日
は
μ
芒
の
要
求
が
強
い

時
代
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
。
。
吊
供
に
本
を
’
と
い
う
の
は

す
べ
て
の
親
の
願
い
で
す
。
テ
レ
ビ

に
か
じ
り
つ
い
て
い
る
子
？
呆
を

I
g
ま
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い

つ
で
も
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
本
が
あ

れ
ば
本
が
好
き
に
な
り
ま
す
。

小
さ
い
孫
の
手
を
ひ
い
て
、
図
書

室
に
く
る
お
年
寄
り
も
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
孫
に
本
を
統
み
聞
か
せ
て

い
る
姿
も
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
も
の
で

す
。図

書
室
は
、
お
年
寄
り
も
若
者
も

共
に
利
用
で
き
楽
し
め
る
と
い
う
、

す
ぐ
れ
な
回
を
も
っ
て
い
ま
す
。

。
読
書
の
秋
’
に
、
ご
家
族
で
図

そ
よ
か
ぜ
号
の
ま
わ
り
に
人
の
輪
が
…
…
（
伊
勢
田
町
で
）

⑩
一

」
と
呼
ぴ
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
長
期
的
な
見
通
し
と
し
て
は

不
安
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
今
年
の

需
要
期
に
つ
い
て
は
昨
年
実
績
に
応

じ
て
小
売
店
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

灯
油
は
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
に
く
ら
べ

て
米
穀
店
や
酒
店
で
も
扱
わ
れ
て
い

書
室
を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
一

人
二
冊
ま
で
、
二
週
間
借
り
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
移
動
図
沓
館
（
そ
よ
か

ぜ
号
）
が
、
あ
な
た
の
町
ま
で
巡
回

し
て
い
ま
す
。
一
雄
平
冊
ま
で
貸

出
し
し
ま
す
。
町
か
ど
の
図
書
館
と

し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

記
念
講
演
会

図
書
室
で
は
、
宇
治
市
在
住
の
推

理
作
家
で
’
｛
芯
山
村
美
紗
さ
ん
を
招

い
て
読
書
週
間
記
念
誦
演
会
を
、
開

催
し
ま
す
。
謂
演
は
、
暮
ら
し
の
中

か
ら
み
つ
け
る
ト
ジ
ッ
ク
の
ヒ
ン
ト

な
ど
、
推
理
小
脱
誕
生
の
「
謎
」
を

中
心
と
し
た
興
味
深
い
内
容
で
す
。

お
気
軽
に
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

と
き
・
：
1
1
月
８
日
（
木
）

１
時
か
ら
３
時
半

と
こ
ろ
・
：
市
民
会
館
３
階
大
会
議
室

ま
た
、
図
書
室
に
お
い
て
、
今
年

児
蛮
文
学
作
品
賞
を
受
賞
し
た
、
話

題
の
児
童
書
の
回
宗
を
お
こ
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
公
民
館
）

1
1
月
５
日
か
ら

就
学
時
健
康
診
断

昭
和
四
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
四
十
九
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
お
子
さ
ん
は
、
来
年
四
月
か
ら

小
学
校
へ
入
学
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
市
教
育
委
員
会
で
は

十
一
月
五
日
か
ら
就
学
時
健
康
診
断

を
表
の
と
お
２
>
爽
施
し
ま
す
。
対
ま

の
お
子
さ
ん
の
保
護
者
に
は
、
‘
十
一

秋
隋
れ
の
十
四
日
、
第
三
回
宇
治

市
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
（
主

催
1
1
宇
治
市
身
体
障
害
者
福
祉
協
議

会
）
が
木
幡
中
学
校
グ
ラ
ン
ド
で
開

か
れ
ま
し
た
。
参
加
し
た
の
は
、
身

体
障
害
者
百
六
十
三
人
の
ほ
か
、
家

族
や
ボ
ラ
ン
l
l
ｘ
＾
ア
グ
ル
ー
プ
な
ど

約
三
百
人
。

身
体
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会

競
技
は
赤
白
対
抗
戦
で
、
百
μ
競

争
や
綱
引
き
、
玉
入
れ
な
ど
十
九
種

目
に
熱
戦
を
展
開
。

会
場
は
終
日
、
歓
吏
に
つ
つ
ま
れ

楽
し
い
一
日
を
す
ご
し
ま
し
た
。

（
写
真
は
、
仲
間
の
声
援
を
う
け

て
力
走
す
る
5
0
μ
車
椅
子
競
争
）
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月
初
め
に
通
知
し
ま
す
の
で
、

健康診断日程表

(受付午後１時)

言
言
縦
谷

一
大
伊
御
一
一
一
笠
菟
菟
小
宇
三
北
南
西
西
南
神
大
木
槙
平
岡
木

尚

↓
二

０

↓
』

る
と
い
う
よ
う
に
、
複
雑
な
流
通
経

路
に
な
っ
て
い
ま
す
。

京
都
府
の
調
査
に
よ
る
と
、
次
の

様
な
結
果
が
で
て
い
ま
す
。
昭
和
五

十
四
年
六
月
か
ら
大
幅
な
値
上
り
傾

向
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
価
格
の
値
上
り
傾
向

が
続
い
て
い
ま
す
が
、
供
給
に
つ
い

て
は
一
応
安
定
し
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
今
後
本
格
的
な

需
要
期
を
迎
え
ま
す
が
、
市
と
し
て

も
価
格
調
査
の
実
施
、
国
・
府
お
よ

ぴ
業
界
と
の
連
絡
、
石
油
問
題
市
民

連
絡
会
の
育
成
な
ど
に
つ
い
て
、
対

策
を
強
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
冬
の
灯
油
の
情
勢
は
き
ぴ
し

い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
消
費
者
と

ぶＬ

‘
媛

三呻
匹

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
期
日
ま
で
に

通
知
の
と
ど
か
な
い
場
合
は
、
教
育

委
員
会
学
校
教
育
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

ス
ポ
ー
ツ
教
室

▽
テ
ニ
ス
教
室

1
1
月
３
日
～
2
3
日
の
日
・
祝
日
６

日
間
。
午
後
一
時
か
ら
黄
鱗
乙
一
ヌ

＝
－
ト
で
。
対
ま
は
一
般
社
会
人
で

定
員
は
5
0
人
。
登
録
料
は
八
百
円
。

▽
卓
球
教
室

1
1
月
２
日
～
1
2
月
７
ｍ
毎
週
金
曜

日
の
６
日
間
。
午
後
７
時
か
ら
木
幡

中
学
校
で
。
対
象
は
中
学
生
以
上
の

人
で
定
員
は
3
0
人
。
登
録
料
は
五
百

円
で
す
。

申
込
み
は
、
登
録
料
を
そ
え
て
市

教
育
委
員
ふ
狂
会
教
育
課
へ
。

（
教
育
委
員
会
）

し
て
は
買
い
だ
め
い
買
い
急
ぎ
の
よ

う
な
徊
動
的
な
行
動
が
、
売
り
惜
し

み
や
便
乗
値
上
げ
を
一
層
あ
お
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
圃
奎
狙
じ
、
冷

静
に
対
処
す
名
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
の
と
こ
ろ
は
、
小
売
業
者
と
連
絡

を
と
の
供
給
の
確
認
を
行
っ
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
。
と
く
に
、
転
居
者
は
近

く
の
店
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
０

な
お
、
わ
か
ら
な
い
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
市
商
工
観
光
課
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

（
商
工
観
光
課
）

一

円
円

一
円

一

Ｓ
ｈ
ｚ
ｅ
ｅ
ｈ
：
７
６
９

づ
導

社

五

Ｉ
Ｙ
◆
ｅ
†
Å
１

ポ
リ
オ
生
ワ
ク
チ
ン

服
用
さ
せ
ま
し
ょ
う

小
児
マ
ヒ
か
ら
お
子
さ
ん
を
守
る
・
母
子
手
帳
、
印
か
ん
、
ハ
ン
カ
i
K

た
め
、
ポ
リ
オ
生
ワ
ク
チ
ン
を
服
用
問
診
票
を
記
入
し
て
持
参
し
て
く

さ
せ
ま
し
ょ
う
。

こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
、
二
回
服
用
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
服
用
の
対

象
は
生
後
三
ヵ
月
か
ら
四
歳
未
澗
の

早
供
で
す
。
な
る
べ
く
一
歳
六
ヵ
月

ま
で
に
二
回
服
用
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

▽
お
ね
が
い

・
発
熱
や
下
痢
を
し
て
い
た
り
、
は

し
か
や
Ｂ
Ｃ
Ｇ
な
ど
の
予
防
接
種

を
し
て
１
ヵ
月
以
内
で
あ
っ
た
り

風
疹
な
ど
に
か
か
り
治
っ
て
か
ら

一
ヵ
月
以
内
の
場
合
に
は
服
用
で

き
ま
せ
ん
。

・
体
温
は
会
場
へ
来
る
前
に
、
必
ず

測
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

・
服
用
の
三
十
分
前
か
ら
は
何
も
食

べ
さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

▽
時
間
・
・
・
い
ず
れ
の
会
場
も
午
後
ニ

ワクチン服用日程表

時
か
ら
三
時
半
ま
で
で
す
。
た
だ

し
、
東
目
川
公
民
館
は
午
後
三
時

ま
で
。
笠
取
第
二
小
は
午
後
一
時

半
か
ら
二
時
ま
で
、
笠
取
小
は
午

後
二
時
半
か
ら
三
時
ま
で
で
す
。

な
お
、
小
倉
公
民
館
は
改
築
予
定

の
た
め
、

い
。

他
会
場
を
利
用
く
だ
さ

心
保
億
衛
生
課
）

コ

霊
姦
Ｉ
Ｌ
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に
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匹
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Ｗ
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￥
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Ｂ
２

画
２
習

ヅ
匹

灯
油
・
ガ
ソ
リ
ン
を
は
じ
め
と
す

る
石
油
製
品
は
家
庭
暖
房
用
エ
ネ
ル

ギ
ー
Ｓ
、
あ
る
い
は
自
励
軍
燃
料
と

し
て
く
ら
し
の
な
か
で
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今

年
の
夏
ご
ろ
か
ら
石
油
製
品
の
値
上

り
や
品
不
足
の
事
態
が
生
ま
れ
、
と

く
に
灯
油
に
つ
い
て
は
消
費
者
の
不

安
を
高
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
こ
れ
ら
石
油
を

め
ぐ
る
問
題
、
と
く
に
灯
油
を
中
心

に
と
り
あ
げ
ま
し
た
。◇

昨
年
の
冬
ご
ろ
ま
で
比
較
的
安
定

し
た
供
給
・
価
格
を
保
っ
て
い
た
石

油
製
品
は
、
イ
ラ
ン
情
勢
悪
化
に
よ

る
輸
入
量
の
尿
少
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
石

油
輸
出
国
機
構
）
の
原
油
値
上
げ
、

ま
た
、
国
内
的
に
は
元
売
り
各
社
の

供
給
削
減
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
な

。
ど
の
彫
響
を
受
け
変
動
を
続
け
て
い

ま
す
。
と
の
よ
う
な
中
で
、
消
費
者

灯
油
…
値
上
り
傾
向

消
費
者
は
冷
静
な
対
処
を

に
と
っ
て
一
番
密
接
な
関
係
に
あ
る

灯
油
に
つ
い
て
、
今
後
の
動
き
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
通

産
省
や
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
で
は
。

「
今
冬
の
民
生
用
灯
油
は
、
備
蓄
も

含
み
確
保
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

各
消
費
者
が
昨
年
よ
り
も
５
％
の
節

約
に
心
が
け
、
浪
費
し
な
い
よ
う
に
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燃えよ人生
本とのふれあい

頑

消
費
者
コ
ー
ナ
ー

一

一
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一
油
輸
出
国
機
欄
）
の
原
油
値
上
げ
、
約
に
心
が
け
、
浪
費
し
な
い
よ
う
に
て
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